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平成 30 年 8 月吉日 

第８３回ファインビット通信 

中村 中 

１、銀行員の中小企業への（転籍）出向が、地域活性化のための潜在成長率

の引き上げになるかも。 

日本は、バブル崩壊後、資本や労働を投入する政策を続けても、なかなか成長率を高める

ことが出来ませんでした。これは、所謂、全要素生産性（TFP＝Total Factor Productivity）

の低さが原因であり、潜在成長率を引き上げることが出来なかったことに由来していると

も言われています。すなわち、生産を行う時には、資本と労働という生産要素が必要です

が、一方では、「効率性や技術進歩」という資本と労働以外に生産を増加させる要素生産

性と呼ばれる項目があるということです。 

人出不足で仕事が捌けない中小企業に対して、フィンテックで、人員が余っている金融機

関から、人材の流入が思うように進まないならば、中小企業も金融機関も生産性が上がら

ないことになります。中小企業に資本や労働を投入して成長を促す政策をとったとしても、

因習や空気・忖度などで、金融機関の人材の流動化が進まなければ、地域全体としての効

率化が進まず、成長に貢献しないことになります。地方のエリートの職場である地域金融

機関から、銀行員は中小企業に行こうとせず、金融機関自身も過去の蓄えがあることから、

その銀行員を出そうとしないならば、地方の生産性は高まりません。ＩＴ化・ＡＩ化・フ

ィンテック化で銀行員の従来の業務がなくなっているにもかかわらず、多くの人材が金融

機関の中に残っていることは、地域全体の生産性を大きく低下させるということになりま

す。全要素生産性を高めなければなりません。 

地域の発展のためには、このような銀行員の滞留を解消し、人出不足の中小企業にその人

材の参入を促すことが良策であると思います。財務や企画・管理に長けた銀行員は、どう

しても技術力や営業力を得意とし財務管理・内部統制管理に弱くなりがちな中小企業の経

営者にとって、強い支援者・味方になると思います。 

最近の週刊ダイヤモンドには、銀行員の業務内容の変化が述べられています。多くの銀行

員が携わる「法人営業担当」「事務担当」の業務が、事務の効率化の成功で激減する予測

が述べられています。金融機関の内部では、ＩＴ化・ＡＩ化・フィンテック化というシス

テムの合理化が進んで、昔の手作業による業務は明らかに消滅しているのです。「法人営

業担当」は、保証協会付きの融資や簡単な申込用紙の記入しか求めないローンなどのよう

な、機械的・画一的な顧客対応を続けるうちに、預金と貸出の利ザヤを確保することが出

来なくなりました。「事務担当」はビットコインやブロックチェーンの技術の進歩によっ

て、今まで銀行が囲い込んでいた事務作業を失うことになったのです。もう、従来の銀行

の支店のマニュアル化した事務作業がなくなり、手作業の仕事は銀行には戻らないのです。 
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 2018 年 7 月 28 日号 

 

 

一方、金融機関の業界誌である「週刊金融財政事情」（2018年 7月 23日号）では、「支店

長室のウラオモテ（P45）」という連載で、以下の記事が載せられています。 
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今後は、中小企業の後継者

問題で、いろいろな業界を

知っており事務管理能力も

高い銀行員に後継者になる

ことの要請が来るかもしれ

ませんが、中小企業の経営

の実態や現場力を学ばなか

った銀行員の弱点をこの記

事は鋭く指摘しています。

銀行員は、取引先の融資案

件の批判をするよりも、中

小企業を実際に経営するよ

うな気持で、企業の現場で

モノを考えて行動すること

が出来る人材になっていく

ことが大切であることを述

べています。これから、銀

行員が地域中小企業に骨を

うずめる様な、転籍出向が

増えていくと思われますが、

銀行員も中小企業もこの記

事の内容は、肝に銘じる必

要があると思います。 

 

 

≪まとめ≫ 

ゼロ金利・マイナス金利の下、金融機関の法人営業担当者の業務内容は、預金・貸

出の利ザヤ商売から手数料商売にシフトすることになり、この変化について行けな

い人材は不要になります。また、フィンテックの広がりにより、ＩＴに代替される

手作業の仕事しかできない事務担当者は、この手作業の仕事がなくなり銀行を去ら

なければなりません。すなわち、転籍出向者が増加していくことになると思います。 

今後は、取引先の会社を経営するような気持で、現場でモノを考えて行動できる人

材しか、中小企業の出向先では評価されなくなります。これからの銀行員は、中小

企業に出向する前に、企業の仕組みや内部統制システムを知って、そして当然なが

ら金融機関自身の機能も十分に理解して、経営者のアドバイザーになれる人材が求

められます。税理士などの中小企業の支援者の皆様も、これからの銀行員に対して

は、このような見方をすることが大切です。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

これからの２～８の項目については、通信講座「財務金融アドバイザー」の継続会員の皆

様にお送りしている「財金 A 通信８月号」の抜粋です。ご参考にして下さい。 

 

２、今後は、関与先企業の「内部統制システム」の構築に注力しよう。 

現在の中小企業は、金融機関からの資金調達については、昔ほど苦労することがなくなりま

したものの、外部専門家の「経営支援」については、大きな課題があることが明らかになっ

ています。 

（省略） 

大企業や上場企業については、「コーポレートガバナンス・コード」の定着で、着実な成長が

図られているにもかかわらず、中堅・中小企業については、未だにコンプライアンス・ガバ

ナンスなどの「内部統制システム」が浸透せず、空回りの経営が目立っています。その成長

の格差は広がるばかりです。従来、この「内部統制システム」は、メインバンクが指導をし

ていましたが、現在では、そのメインバンクのリーダーシップが低下し、正に、企業に寄り

添う税理士などの支援しか、この内部統制システムの定着支援を行うことが出来ません。詳

しくは、「財務金融アドバイザー通信講座テキスト４」添付の DVDの①②⑤をもう一度ご覧く

ださい。 

（省略） 

 

３、「財務金融アドバイザー認定証」の活用事例紹介 

最近、「財務金融アドバイザー認定証」が役立ったケースを教えてくださいとのご要望があり

ましたので、これから機会ある毎に、活用事例をご紹介することにします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

中小企業経営者：先日、金融機関から、「御社のコンプライアンス・ガバナンスの内容を教

えてください。」と言われました。そこで、私どもは、「税理士さんの指導で、正しい

決算書や経営改善計画書を作成し、情報開示を積極的に行っています。」と、答えまし

た。すると、銀行の担当者から、税理士さんにも、いろいろな方がいますよねと言わ

れてしまいました。最近でも、銀行員の中には、税理士さんを信頼していない方が多

いようですね。 

税理士事務所職員：確かに、企業の経営に全く無関心で、金融機関交渉など、興味さえ示さ

ない税理士の先生もいますからね。 

経営者：では、先生の当社へのご指導が金融機関にも役立つことを、どうやって説明したら

よいのですか。 

事務所職員：それならば、私の「財務金融アドバイザー認定証」のコピーと私の持っている

「財務金融アドバイザー講座・テキスト１」の P11～12のコピー(＊)を、金融機関に

持って行ってください。このコピーが「コンプライアンス・ガバナンス」の原点にな

っていると財務金融アドバイザーから言われていると銀行の担当者に伝えてください。 

（省略） 



5 

４、「社外役員・経営コンサルタント養成講座」の件 

ある地方で、10人弱の先生が集まって、「社外役員・経営コンサルタント養成講座」が開催されていま

す。これは 1年間 11回の長期講座ですが、その講座概要をお知らせします。私の上場会社監査役 13

年の経験から、関与先企業の取締役会で自由に、発言できるための講義内容です。ご参考にしてくだ

さい。 

 理論編 教養実践編 

第 1回、 「はじめて学ぶ社外取締役・社外監査役の役割」(松山遥著・商事法

務)（第 1章）「株式会社の仕組みとスケデュール」に関する取締役会

議論事例 

出席者ニーズに

よる映像学習な

ど 

２ 「新銀行交渉術・資金ニーズの見つけ方と対話」 

（中村中著・ビジネス教育出版社） 

同上、 

内容は省略 

３ 「はじめて学ぶ社外取締役・社外監査役の役割」（第 2章） 

「取締役会（取締役）」に関する取締役会における議論事例 

 

４ ビッグデータ活用のための「ローカルベンチマーク」 

（中村 中著・ビジネス教育出版社） 

 

５ 「はじめて学ぶ社外取締役・社外監査役の役割」（第 3章） 

「指名・報酬委員会」に関する取締役会議論事例 

 

６ フィンテック理解のための「事業性評価融資」 

（中村 中著・ビジネス教育出版社） 

 

７ 「はじめて学ぶ社外取締役・社外監査役の役割」（第 4章） 

「監査役会・監査委員会等」に関する取締役会議論事例 

 

８ 金融検査マニュアル廃止に関する「金融庁平成 29年 12月検査・監督

基本方針」（金融庁ＨＰ37ページ分）、 

財務金融アドバイザー講座テキスト４金融機関との連携・交渉 DVD

付き 

 

９ 「はじめて学ぶ社外取締役・社外監査役の役割」（第 5章） 

「株主総会」に関する取締役会議論事例 

 

１０ 「事業性評価・ローカルベンチマーク活用事例集」 

（中村 中著・ビジネス教育出版社） 

 

１１ 「はじめて学ぶ社外取締役・社外監査役の役割」（第 6章） 

「社外取締役・社外監査役の責任」に関する取締役会議論事例 

 

参考図書「はじめて学ぶ社外取締役・社外監査役の役割」(松山遥著・商事法務) 

「新銀行交渉術・資金ニーズの見つけ方と対話」（中村 中著・ビジネス教育出版社） 

「ローカルベンチマーク」（中村 中著・ビジネス教育出版社） 

「事業性評価融資」（中村 中著・ビジネス教育出版社） 

「事業性評価・ローカルベンチマーク活用事例集」（中村 中著・ビジネス教育出版社） 

財務金融アドバイザー講座テキスト４金融機関との連携・交渉 DVD付き（中村中著） 
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５、継続会員向け勉強会企画のアンケート 

（省略） 

皆様のニーズを教えて頂き、東京で来年 3 月までの間に 2～3 回開催したいと思っています。就きまし

ては、以下の講演会テーマの中から、受講したい項目を３つ選択して、ご返信ください。詳細は後日

ご連絡致します。 

記

号 

講演会テーマ（２時間３０分～３時間）、会場、都心部 ３項目お選びく

ださい。 

Ａ テキスト４「金融機関との連携・交渉 DVD 付き」の解説と今後の活用法  

Ｂ テキスト１「中小企業の資金調達支援」、の解説と今後の活用法  

Ｃ テキスト２「経営計画策定」、の解説と今後の活用法  

Ｄ テキスト３「経営指導・経営助言」の解説と今後の活用法  

Ｅ 「新銀行交渉術・資金ニーズの見つけ方と対話」（中村 中著・ビジネス教

育出版社）の解説と今後の活用法 

 

Ｆ 「ローカルベンチマーク」（中村 中著・ビジネス教育出版社）の解説と今後

の活用法 

 

Ｇ 「事業性評価融資」（中村 中著・ビジネス教育出版社）の解説と今後の活用

法 

 

Ｈ 「事業性評価・ローカルベンチマーク活用事例集」（中村 中共著・ビジネ

ス教育出版社）の解説と今後の活用法 

 

Ｉ 金融検査マニュアル廃止に関する「金融庁平成 29年 12月検査・監督基本

方針」（金融庁ＨＰ37ページ分）の解説と今後の動向と対処法 

 

Ｊ その他(ご希望のテーマ 

) 

 

 

 

６、MPS よもやま話 

『事業再生の現場から 

～経営者にも従業員にも喜ばれる！従業員ヒアリング～ 

 

会計事務所さんから、このような質問をよく受けます。 

「従業員ヒアリングって必要ですか？社長にどう提案するのですか？」 

「具体的にはどうやるんですか？」「従業員から本音を引き出せますか？」 

 まず、きっちりと企業の現状把握をしたいのであれば、従業員ヒアリングは大変有効であり必ずや

るべきです。特に、業績が悪化してきている企業、どう改善してよいかわからない企業などは、根本

的な問題や最優先課題の所在を明確にするために、絶対やらなければいけません。 

（省略） 

 

(株)マネジメントパートナーズ コンサルタント 古坂 真由美 
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７、関西からの一言 『設備投資に関する税制』 

 

以下、若手の山本税理士と先輩のベテラン田中税理士のやり取りです。 

山本税理士（以下：新人）：地震や大雨、その後の猛暑など色々と大変なことが多いですね。 

田中税理士（以下：ベテラン）：そんな中でも、私達の仕事はしっかりと抜かりなくやって行きましょ

う。 

新人：天災などの被害を点検されていて、既存の設備等の老朽化に気付かれた会社さんも多いようで、

設備投資に関する税制のアドバイスを求められる機会が多く有ります。 

ベテラン：中小企業が活用できる設備投資税制で代表的なものが４つありますね。①中小企業経営強

化税制Ａ類型②中小企業経営強化税制Ｂ類型③商業・サービス業・農林水産業活性化税制④中小

企業投資促進税制 

（省略） 

              中村中との共著者、公認会計士・税理士 中村文子 

 

 

８、メーカー・製造業コンサルタントからの助言 

【前回の振り返り】 

・製品の材料をつくっている会社 

・売上規模：数億円、利益：数千万円→直近期で利益が半減。利益半減などの原因がつかめず、税務

顧問をしている税理士事務所職員の紹介により、製造業コンサルタントに相談をすることになった。 

・ただし、コンサルタントが入るのが初めてでもあり、費用対効果に懐疑的。 

【今回のお話】 

 税理士事務所職員を通じて、訪問前に会社からもらった資料および情報から、簡単な分析を行い、

下記のことを把握した。同時に、機密保持契約（守秘義務契約、NDA）を締結した。 

① 借入金は年商同額程度。借入金融機関は 3 行。上位行のシェアが 6 割。過去の負債（5 割）の内、

運転資金（4 割）、設備投資（1 割）の構成となっている。ただし、各行とも借入使途は明確に

分けられていない。事業で生み出しているキャッシュフローのほぼ倍の金額を返済しており、返

済のために毎年借入を起こしている。 

② 売上上位の商品群が直近期で大きく入れ替わっている。 

③ 仕入総額が 8％程度増加している。外注費については増減なし。 

④ 作業日報はデータ化されていない。 

また、これらの簡易分析結果から、厳密にはわからないことが多いものの、下記の提案を作成して

みた。 

(省略) 

コンサルタント 川西 智子 

 

 


